
平
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定
資
産
税

法
に
よ
り
評
価
額
の
修
正
を
行
っ

て
い
ま
す
。

固
定
資
産
税
と
は

　

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
1
月
1

日
現
在
、
市
内
に
土
地
・
家
屋
・

償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
方
に

対
し
て
、
そ
の
資
産
の
価
値
に
応

じ
て
納
め
て
い
た
だ
く
税
で
す
。

　

江
別
市
の
場
合
、
市
税
収
入
の

約
4
割
を
固
定
資
産
税
が
占
め
て

い
ま
す
。

固
定
資
産
の
評
価
替
え

　

固
定
資
産
税
は
、
固
定
資
産
の

「
適
正
な
時
価
」
を
基
準
と
し
て

課
税
し
て
い
ま
す
。
本
来
で
あ
れ

ば
、
毎
年
度
評
価
替
え
を
行
っ
て

課
税
す
る
こ
と
が
税
負
担
の
公
平

に
つ
な
が
り
ま
す
が
、
膨
大
な
量

の
土
地
や
家
屋
に
つ
い
て
毎
年
度

評
価
を
見
直
す
こ
と
は
実
務
上
不

可
能
で
あ
る
た
め
、
評
価
額
を
3

年
間
据
え
置
く
制
度
が
と
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
評
価
替
え
と
は
、

3
年
間
の
資
産
価
格
の
変
動
に
応

じ
て
、
評
価
額
を
適
正
な
均
衡
の

と
れ
た
価
格
に
見
直
す
制
度
と
な

っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
宅
地
な
ど
の
価
格
に
つ

い
て
は
、
評
価
額
を
据
え
置
く
年

度
に
お
い
て
も
地
価
の
下
落
が
あ

り
、
評
価
額
を
据
え
置
く
こ
と
が

適
当
で
な
い
と
き
は
、
簡
易
な
方
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都
市
基
盤
の
整
備
、
環
境
政
策
の
推
進
な
ど
、
住
み
良
い
ま
ち
づ

く
り
に
使
わ
れ
る
税
金
の
ひ
と
つ
で
あ
る
固
定
資
産
税
は
、
土
地
や

建
物
な
ど
の
固
定
資
産
の
評
価
（
評
価
額
）
を
も
と
に
税
額
が
算
定

さ
れ
ま
す
。
固
定
資
産
の
評
価
は
3
年
に
一
度
見
直
さ
れ
、
平
成
24

年
度
は
こ
の
評
価
替
え
の
年
に
あ
た
り
ま
す
。

平成24年地価公示による公示価格（市内40か所）
が公表されました。

ら
つ
き
の
幅
を
狭
め
て
い
く
仕
組

み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

(3)
家
屋

　

最
近
の
建
築
物
価
動
向
お
よ
び

構
法
の
変
化
を
反
映
さ
せ
る
た

め
、
固
定
資
産
評
価
基
準
の
改
正

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

在
来
分
家
屋
に
つ
い
て
は
、
国

が
定
め
た
再
建
築
費
評
点
補
正
率

（
標
準
家
屋
を
再
建
築
し
た
場
合

の
評
点
数
の
変
動
割
合
）
と
、
経

過
年
数
に
応
じ
た
減
点
補
正
率
と

の
乗
率
を
用
い
て
評
価
額
を
算
定

し
ま
す
。

　

今
回
の
評
価
替
え
で
は
、
建
築

物
価
の
変
動
に
よ
り
、
再
建
築
費

評
点
補
正
率
が
下
落
（
木
造
０
・

99
、
非
木
造
０
・
96
）
し
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
評
価
額
は
比
較
的
新

し
い
家
屋
を
中
心
に
下
が
る
見
込

み
で
す
。
た
だ
し
、
前
回
の
評
価

額
を
上
回
っ
た
場
合
は
、
据
え
置

か
れ
ま
す
。

都
市
計
画
税

　

土
地
、
家
屋
と
も
固
定
資
産
税

と
ほ
ぼ
同
様
の
改
正
が
行
わ
れ
ま

す
。

詳
細　

資
産
税
課
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平
成
24
年
度
の
評
価
替
え

(1)
土
地

　

前
回
の
評
価
替
え
に
引
き
続

き
、
地
価
公
示
価
格
や
不
動
産
鑑

定
価
格
な
ど
の
7
割
程
度
を
基
準

に
し
て
、評
価
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、今
回
の
評
価
替
え
で
も
、

価
格
調
査
基
準
日
（
平
成
23
年
1

月
1
日
）
以
降
、
地
価
が
下
落
し

て
い
る
地
域
に
つ
い
て
は
、
さ
ら

に
半
年
間
の
変
動
率
を
把
握
し
、

評
価
額
の
修
正
を
行
っ
て
い
ま

す
。

(2)
土
地
の
負
担
調
整
措
置

　

課
税
の
公
平
の
観
点
か
ら
、
地

域
や
土
地
に
よ
っ
て
ば
ら
つ
き
の

あ
る
負
担
水
準
（
評
価
額
に
対
す

る
前
年
度
課
税
標
準
額
の
割
合
）

を
均
衡
化
さ
せ
る
こ
と
を
重
視
し

た
税
負
担
の
調
整
措
置
が
講
じ
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
負
担
水
準
の
高

い
土
地
は
税
負
担
を
引
き
下
げ
、

ま
た
は
据
え
置
く
一
方
、
低
い
土

地
に
つ
い
て
は
税
負
担
を
な
だ
ら

か
に
引
き
上
げ
、
負
担
水
準
の
ば

☎

☎


